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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】令和3年9月9日(2021.9.9)

【公開番号】特開2020-24494(P2020-24494A)
【公開日】令和2年2月13日(2020.2.13)
【年通号数】公開・登録公報2020-006
【出願番号】特願2018-147551(P2018-147551)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｑ  20/06     (2012.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｑ   20/06     ３００　

【手続補正書】
【提出日】令和3年7月29日(2021.7.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報処理装置に、
　ユーザに関連付けられた第１アカウント口座に対応付けられた第１表示領域を表示する
ステップと、
　前記ユーザに関連付けられた第２アカウント口座に対応付けられた第２表示領域を表示
するステップと、
　前記ユーザの第２表示領域への操作に応答して、前記第２アカウント口座から前記第１
アカウント口座への入金額を指定するステップと、を実行させ、
　前記ユーザの第２表示領域への操作は、前記第２表示領域の少なくとも一部の領域の面
積を増減させて第３表示領域として選択する操作を含み、前記第２表示領域の長さまたは
大きさに対する前記第３表示領域の長さまたは大きさの割合に応じて、前記入金額を特定
する、情報処理プログラム。
【請求項２】
　前記ユーザの第２表示領域への操作に応答して、前記入金額に対応付けられた第３表示
領域を、前記第２表示領域に少なくとも一部が重畳する態様で、表示するステップをさら
に実行させる、請求項１に記載の情報処理プログラム。
【請求項３】
　前記ユーザの第２表示領域への操作は、前記第２表示領域の少なくとも一部を前記第１
表示領域に移動させる操作を含む、請求項１または２に記載の情報処理プログラム。
【請求項４】
　前記ユーザの前記第１表示領域への操作であって、前記第１表示領域内の少なくとも一
部の面積を増減させる操作に応答して、前記第２アカウント口座から前記第１アカウント
口座への入金額を指定するステップをさらに実行させる、請求項１から３のいずれか一項
に記載の情報処理プログラム。
【請求項５】
　前記ユーザの前記第１表示領域への操作は、前記第１表示領域の少なくとも一部を前記
第２表示領域に移動させる操作を含む、請求項１から４のいずれか一項に記載の情報処理
プログラム。
【請求項６】
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　前記ユーザの前記第２表示領域への操作は、前記ユーザによる複数回の操作である、請
求項１から５のいずれか一項に記載の情報処理プログラム。
【請求項７】
　第１アカウント口座情報を、前記第１表示領域に重畳させる態様、または、前記第１表
示領域の近傍に表示する態様で表示するステップをさらに含む、請求項１から６のいずれ
か一項に記載の情報処理プログラム。
【請求項８】
　第２アカウント口座情報を、前記第２表示領域に重畳させる態様、または、前記第１表
示領域の近傍に表示する態様で表示するステップをさらに含む、請求項１から７のいずれ
か一項に記載の情報処理プログラム。
【請求項９】
　前記入金額に端数処理が施される、請求項１から８のいずれか一項に記載の情報処理プ
ログラム。
【請求項１０】
　前記第１表示領域の少なくとも一部の面積、または、前記第２表示領域の少なくとも一
部の面積のうち、いずれか１つに端数処理が施される、請求項１から９のいずれか一項に
記載の情報処理プログラム。
【請求項１１】
　前記第２アカウント口座から前記第１アカウント口座への入金が完了した場合に、更新
された第１アカウント口座情報と、更新された第２アカウント口座情報とを表示するステ
ップをさらに含む、請求項１から１０のいずれか一項に記載の情報処理プログラム。
【請求項１２】
　前記入金額が、前記第１アカウント口座への入金処理に係る損益分岐点に相当する金額
以下である場合、前記入金額が当該損益分岐点に相当する金額を超えるように調整し、
　前記損益分岐点は、前記第１アカウント口座への入金処理に係る手数料と、前記第１ア
カウント口座を使用する決済サービスで実行される入金処理の予想される全体回数とに基
づいて算出される、請求項１から１１のいずれか一項に記載の情報処理プログラム。
【請求項１３】
　情報処理装置における情報処理方法であって、
　ユーザに関連付けられた第１アカウント口座に対応付けられた第１表示領域を表示する
ステップと、
　前記ユーザに関連付けられた第２アカウント口座に対応付けられた第２表示領域を表示
するステップと、
　前記ユーザの第２表示領域への操作に応答して、前記第２アカウント口座から前記第１
アカウント口座への入金額を指定するステップと、を有し、
　前記ユーザの第２表示領域への操作は、前記第２表示領域の少なくとも一部の領域の面
積を増減させて第３表示領域として選択する操作を含み、前記第２表示領域の長さまたは
大きさに対する前記第３表示領域の長さまたは大きさの割合に応じて、前記入金額を特定
する、情報処理方法。
【請求項１４】
　ユーザに関連付けられた第１アカウント口座に対応付けられた第１表示領域を表示する
第１表示部と、
　前記ユーザに関連付けられた第２アカウント口座に対応付けられた第２表示領域を表示
する第２表示部と、
　前記ユーザの第２表示領域への操作に応答して、前記第２アカウント口座から前記第１
アカウント口座への入金額を指定する入金額指定部と、を有し、
　前記ユーザの第２表示領域への操作は、前記第２表示領域の少なくとも一部の領域の面
積を増減させて第３表示領域として選択する操作を含み、前記第２表示領域の長さまたは
大きさに対する前記第３表示領域の長さまたは大きさの割合に応じて、前記入金額を特定
する、情報処理装置。
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